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※特別な場合の新規加入以外に短期加入はない
（QA１１）

1/1 9/1 9/1

加入 更新 更新

手続き

【異動等で解約のケース】 ※ 職員継続…定年退職から再任用職員になる場合は下記の退職のケースとなる。

1/1 9/1 3/31 9/1
QA８：本人がインターネットで手続き

加入 異動 満期解約

1/1 9/1 3/31 9/1
QA９：申出に基づき「解約依頼書兼返戻金振込口座

加入 異動中途解約 　　　　指図書」用紙を送付・記入提出（葵総合保険へ）

※ 上記いずれの場合も「５年間の延長補償特約」がつかない。
この特約は、保険期間に起因する訴訟については、期間終了後５年以内の提訴について補償される特約

【退職で解約のケース】 ※ 退職…定年退職、再任用終了（退職）、任意退職がある

※定年退職で再任用をする、しないに関わらず解約する場合。任意退職も同じ。
1/1 9/1 3/31 9/1 QA１０：再任用をしない場合、申出に基づき生協が

　　　　　手続き
加入 退職 満期解約 QA１３：再任用をするが解約する場合、本人がイン

1/1 9/1 3/31 9/1
QA１０・１３：再任用をする、しないに関わらず、申出

加入 退職中途解約 　　　　　に基づき「解約依頼書兼返戻金振込口座指
※「５年間の延長補償特約」がつかない（満期までの加入が必要） 　　　　　図書」を送付・記入提出（葵総合保険へ）

※定年退職後、再任用期間も保険を継続し、再任用終了退職で解約する場合。 ※継続の場合、継続手続きは不要（QA１２）
1/1 9/1 3/31 9/1

QA１５：申出に基づき生協が手続き
加入 退職 満期解約

1/1 9/1 3/31 9/1
QA１５：申出に基づき「解約依頼書兼返戻金振込口座

加入 退職中途解約 　　　　指図書」用紙を送付・記入提出（葵総合保険へ）
※「５年間の延長補償特約」がつかない（満期までの加入が必要）

基本の加入期間（１年間）

基本パターン

③
３月末退職後
満期まで加入

新公務員保険　異動・退職等で解約の取扱い

①
職員継続
異動等後に
満期解約

②
職員継続
異動等に合
わせて解約

今回の加入期間

「QA」は、「新公務員保険Q＆A」
の回答を指しています

　　　　　ターネットで手続き

⑤
３月末再任用
退職後満期
まで加入

⑥
３月末再任用
退職に合わせ
て解約

※「５年間の延長補償特約」がつく

※「５年間の延長補償特約」がつく

④
３月末退職に
合わせて解約


